
 

 

 

 

 

◇農業農村整備７事業地区が事前評価で事業実施妥当  
県では、公共事業の効率性や採択から実施に至る過程の透明性向上のため、公共事業評価を実施しています。

公共事業評価は計画段階から事業実施後まで各段階の目的に応じ、「事前評価」、「事業中評価」、「事後評価」で構

成されており、「事前評価」は事業実施の妥当性や優先度等を評価するものです。 

1 月 28日、山形県公共事業評価監視委員会が開催され、12 事業について「事前評価」の対象事業として審議さ   

れました。 

農業農村整備事業で対象となった事業は次のとおりであり、いずれも事業実施が妥当とされました。 

 

地区名 場所 事業期間 主要工事 全体事業費 

沖の原地区農地整備事業 
新庄市鳥越、 

舟形町舟形 
R4～R12 

区画整理 

114.7ha 
30.96 億円 

紫山向山地区農地整備事業 舟形町舟形 R4～R11 
区画整理 

47.8ha 
13.17 億円 

清水堰地区農地整備事業 大蔵村清水 R4～R11 
区画整理 

39.3ha 
12.39 億円 

笹川左岸上流地区農地整備事業 鶴岡市川代 R4～R11 
区画整理 

77.5ha 
19.79 億円 

日向中部地区農地整備事業 酒田市新出 R4～R11 
区画整理 

67.3ha 
18.58 億円 

山寺堰地区地区防災減災事業 天童市干布 R4～R13 
水路工 

8.6 ㎞ 
35.3  億円 

最上川下流左岸（京田川）地区 

防災減災事業 
庄内町家根合 R4～R11 

排水機場 

３箇所 
12.6  億円 

   ※7地区の事業概要を添付します。 

◇令和 3年度建設工事発注見通し（第 5回）が公表 
令和 3年度建設工事発注見通し（第 5 回）が 1 月 28 日に公表され、県のホームページに掲載されています。 

農業農村整備関係では 18件（西村山 2 件、北村山 2 件、最上 11 件、東南置賜 2 件、西置賜 1 件）の工事発注が

予定されています。なお、先に成立した国の補正予算に係るものについてはこれに含まれていません。 
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◇昨年末に実施しましたアンケート調査にご協力いただきありがとうございました。お寄せ頂きましたご意見

につきましては、これからの協会の事業展開の参考とさせていただきます。 

年明けから新型コロナウイルス感染症が猛威を振るっており、予定していた事業もままならない状況となっ

ていますが、今後ともお気づきの点等がございましたら協会までお知らせください。 


